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(2)「水」の景観形成推進地区 

①位置・範囲 

・多摩川の堤防から概ね100ｍの範囲 

・野川の河川区域から概ね20ｍの範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
図 「水」の景観形成推進地区の範囲  
 
 
 

②景観形成方針 （景観法第8条第3項関係） 
 

●多摩川の空が大きく広がる開放感のある景観の魅力を高めます。 

●野川などがつくり出す多様な自然環境の魅力を高めます。 

●調布らしさを感じさせる水辺空間の魅力を高めます。 

  

 

 

 

 

 
 

野川 

多摩川 
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③届出対象行為 （景観法第16条第1項関係） 

 一般地域と同じです。（Ｐ49，Ｐ50参照） 

 

④景観形成基準 （景観法第8条第2項第2号関係） 

■建築物の新築等 
 
表 景観形成基準(「水」の景観形成推進地区） 

項目 景観形成基準 

配置 

 壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など，河川沿いの広がりのある空間や周辺の
街並みとの調和に配慮した配置とする。 

 敷地内に歴史的な資源や樹木等の残すべき自然などがある場合には，これらを生かした配
置とする。 

 建築物に附帯する屋外の階段や設備等は，道路等の公共空間から見えにくい位置に配置す
るように努める。 

 道路等の公共空間側にオープンスペースを設ける。 
 河川側に建築物の顔を向けるなど河川に配慮した配置とする。 

高さ・規模 
 周辺からの見え方に配慮し，周囲の建築物との調和を図る。 
 河川堤防，橋や水上等からの見え方に配慮する。 

形態・意匠・色彩 

 形態・意匠は建築物全体のバランスだけでなく，河川沿いの広がりや緑豊かな景観，また
周辺の建築物等との調和を図る。 

 屋根や屋上に設備等を設ける場合は，建築物と一体的に計画するなど周囲からの見え方に
配慮する。 

 建築物に附帯する構造物や設備等は，建築物と一体的な意匠とするか，周囲から目立たな
い工夫を施し，建築物本体や周囲との調和を図る。 

 色彩は，以下のマンセル表色系に示す範囲内とし，周辺景観との調和を図る。 
 

色相 
外壁基本色※１ 外壁強調色※２ 屋根色 

（勾配屋根） 明度 彩度 彩度 

0R～4.9YR 
4以上8.5未満 4以下 

4以下 
屋根面の立ち上
がりを外壁に含
めて面積割合を
算出する。 

8.5以上 1.5以下 

5.0YR～5.0Y 
4以上8.5未満 6以下 

6以下 
8.5以上 2以下 

その他 
4以上8.5未満 2以下 

2以下 
8.5以上 1以下 

※1：外壁各面の4/5以上はこの範囲から選択 
※2：外壁各面の1/5以下で使用可能 
※ ：外壁各面の見付面積※の5％以下で，かつ主に建築物の中低層部で用いる場合は，外壁

強調色の基準に従うことなく，アクセントとなる色を用いることができる。 

公開空地・外構・
緑化等 

 敷地内はできる限り緑化を図り，周辺の街路樹や公園等の緑と連続させる。また，屋上緑
化や壁面緑化を積極的に行う。 

 緑化に当たっては，樹種の選定に配慮し，周辺の街路樹や公園等の緑との調和を図るとと
もに，植物の良好な生育が可能となるよう，植栽地盤を工夫する。 

 外構計画は，敷地内のデザインのみを捉えるのではなく，隣接する敷地や道路など，周辺
の街並みと調和を図った色調や素材とする。 

 住宅地では建築物等を照らす過度な照明は控える。また，河川に過度な明るさの照明を向
けないよう配慮する。 

 隣接するオープンスペースとの連続性を確保し，オープンスペースは積極的に緑化に努め
る。 

※見付面積：建築物の各面を正面から見た時に見える面積（鉛直投影面積）。 
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■工作物の新設等 
 
表 景観形成基準(「水」の景観形成推進地区） 

項目 景観形成基準 

配置 
 斜面等への設置を避ける。 
 周囲の建築物や街並み，樹林等の自然資源等に配慮し，良好な景観の連続性やまとまりを
損ねることのないように努める。 

高さ・規模 
 圧迫感を感じさせないよう，長大な壁面の設置は避ける。 
 河川堤防，橋や水上等からの見え方に配慮する。 

形態・意匠・色彩 

 工作物本来の機能を損ねることのない範囲で，周辺の景観との調和に配慮する。 
 建築物と一体的に建設する場合は，建築物本体の形態や意匠との調和に配慮する。 
 色彩は，以下のマンセル表色系に示す範囲内とし，周辺景観との調和を図る。 
 

色相 明度 彩度 

0R～4.9YR 
4以上8.5未満 4以下 

8.5以上 1.5以下 

5.0YR～5.0Y 
4以上8.5未満 6以下 

8.5以上 2以下 

その他 
4以上8.5未満 2以下 

8.5以上 1以下 
※：他の法令等で使用する色彩が定められているもの，コースターなどの遊戯施設で，壁
面として認識できる部分を持たないものは，この限りではない。 

 

■開発行為 
 
表 景観形成基準(「水」の景観形成推進地区） 

項目 景観形成基準 

土地利用 

 事業地内は，周囲のオープンスペースや樹木等の景観との調和に配慮した計画とする。 
 事業地内や周辺に，歴史的な資源や残すべき自然などがある場合には，これらを生かした
計画とする。 

 区画割によって不整形な土地が生じる場合には，緑地や小広場として活用するなど，地域
の良好な景観の形成を図る。 

 事業地内の将来的なまちづくりのイメージを意識し，地区毎にまとまりのある計画とする。 
 電線類は道路を整備する際に地中化したり，目立たない場所に設置したりするなどの工夫
をする。 

造成等 
 大幅な地形の改変を避け，長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 
 擁壁や法面では，壁面緑化などを行い，圧迫感の軽減を図る。 
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図 景観形成のイメージ 

・河川側に建築物の顔を
向けるよう配置する 

・壁面の位置の連続性や適切な
隣棟間隔を確保する 

・周囲から目立たない工夫をする 

・屋上設備は建築物と一体的に計画する 

・敷地内を緑化し，周囲の緑と連続させる 

・壁面緑化を行う 


